
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務【第29回】「金利スワップの特例処理」   
（※金利スワップの特例処理に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

【
S
T
E
P
２
】
 
元
本
の
一
致
 

【
S
T
E
P
１
】
 
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
要
件
 

【ＳＴＥＰ２】を検討する。 
金利スワップを時価評価し、評価差額は、当

期の純損益として処理する。 

【
S
T
E
P
４
】
 
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
一
致
 

ヘッジ会計の要件（（１）リスク管理
方針の文書化、（２）ヘッジ関係の
文書化、（３）リスク管理方針への
準拠性）を充たすか？ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

金利スワップの想定元本と貸借対
照表上の対象資産又は負債の元
本金額がほぼ一致しているか？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ３】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

金利スワップの契約期間とヘッジ
対象資産又は負債の満期がほぼ
一致しているか？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ４】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

【
S
T
E
P
３
】
 
契
約
期
間
と
満
期
の
一
致
 

対象となる資産又は負債の金利
が変動金利である場合には、その
基礎となっているインデックスが金
利スワップで受払される変動金利
の基礎となっているインデックスと
ほぼ一致しているか？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ５】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務【第29回】「金利スワップの特例処理」   
（※金利スワップの特例処理に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

【
S
T
E
P
７
】
 
期
限
前
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
存
在
 

【
S
T
E
P
８
】
 
金
利
ス
ワ
ッ
プ
の
 

特
例
処
理
の
会
計
処
理
 

金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等をヘッジ対象の資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる。 

金利スワップの金利改定のイン
ターバル及び金利改定日がヘッジ
対象の資産又は負債とほぼ一致
しているか？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ６】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

【
S
T
E
P
５
】
 
金
利
改
定
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
一
致
 

金利スワップの受払条件がスワッ
プ期間を通して一定である（同一
の固定金利及び変動金利のイン
デックスがスワップ期間を通して使
用されている）か？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ７】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

【
S
T
E
P
６
】
 
受
払
条
件
の
一
定
 

金利スワップに期限前解約オプ
ション、支払金利のフロアー又は
受取金利のキャップが存在する
場合、ヘッジ対象の資産又は負
債に含まれた同等の条件を相殺
するためのものであるか？ 

ヘッジ有効性の判定の要件を充た
しているか？ 

【ＳＴＥＰ８】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ヘッジ会計を適用する。 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
時
価
評
価
し
、
評
価
差
額
は
、 

当
期
の
純
損
益
と
し
て
処
理
す
る
。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

金利スワップに期限前解約オプ
ション、支払金利のフロアー又
は受取金利のキャップが存在す
るか？ 

NO 

ＹＥＳ 


